
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　交通局高速鉄道部電気システム課変電区　　　（電話番号０７８－７９１－１４６７）

件 名 　　海岸線大容量蓄電池監視制御システム整備業務

契 約 の 相 手 方

根 拠 法 令 　　地方公営企業法施行令第２１条の１３　第１項第２号に該当

　　富士電機株式会社　関西支社

随意契約の理由

　今回の点検整備対象である直流機器は、列車の営業運転に係る重要な「鉄道電気施設」であ
り、国土交通省令「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」にもとづき「鉄道電気施設整備要
領」を定めて定期検査・随時検査を実施している。
　点検設備対象は非常時や災害時に直流１５００Ｖを供給することで車両の緊急走行を行える
唯一の設備であり、常に設備の良好状態を維持する必要がある。
　本業務は、故障が発生して現場機器間と制御不能となっている制御用パソコンを新たに調達
し、更新整備を行うものであるが、これらの対象設備は製造業者独自の仕様で製作されており、
本業務を責任を持って確実に行える者は当該設備の製造業者である「富士電機株式会社」以
外にない。よって上記業者との随意契約を締結するものである。


